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種 別 対象公園数（箇所） 

都市公園 151 

児童遊園 70 

特定児童遊園 40 

水辺広場 10 

開放広場 2 

計 273 

 

種別 施設名 

園路広場 園路、広場、舗装、タイル面、石畳、石段、階段、スロープ、橋、防護柵、地下道、歩道等 

修景施設 
モニュメント、トーテムポール、ポール、ウォール、花壇、植木鉢、植枡、丘、石、石山、

切り株、川、池、飛び石、木柱、流れ等 

休養施設 パーゴラ、東屋、ベンチ、イス、テーブル、丸太、机、野外卓等 

遊戯施設 

複合遊具、鉄棒、ブランコ、安全柵、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、雲梯、

スプリング遊具、ロープウェイ、コンクリート遊具、小動物、置物、ジャンピングスロープ、

ステップ遊具、飛び石、スライダー、チェーンネット、トリム遊具、バランスボード、リン

グトンネル、砂場、背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ、平均台、平行棒等 

運動施設 

野球場、バックネット、防球ネット、バッティングケージ、ポール、ベンチ、陸上競技場、

陸上競技場（倉庫・更衣室・放送室）、サッカーゴール、サッカー場、広場（サッカー場）、

グラウンド、グランドゴルフ場、ゲートボール場、ディスクゴルフ、テニスコート、ネット、

パイプ、バスケットコー卜、バスケットゴール、ローラースケート場、健康器具、健康器具

案内板、健康遊歩道、昇降台、飛び台等 

教養施設 土塀、記念碑、建築物、交通施設、石碑、動物小屋、門等 

便益施設 トイレ、仮設トイレ、手洗い場、水飲み場、水道、駐車場、駐輪場、米蔵棟 

管理施設 

ウォール、ガードレール、ガレージ、ゲート、スプリンクラー、パイプ柵、バルブ、フェン

ス、ヘイ、ポール、マンホール、暗渠、案内板、引込柱、雨水枡、縁石、汚水枡、下水キャ

ップ、階段、看板、管理事務所、給水タンク、給水ポンプ、空気弁、掲示板、柵、散水栓、

仕切弁、施設基礎、止め金、止水弁、時計、車止め、手すり、床板、照明、水中ポンプ盤、

水道、水路、制水弁、石積、石柱、側溝、台、梯子、鉄蓋、鉄板、霞気ボックス、電気マン

ホール、電気メーター、電磁弁、排水管、排水口、板塀、飛び石、枡、防球ネット、防護ネ

ット、防護柵、名称板、木柱、木板、門、柵、門柱、擁壁、量水器等 

その他 採水口、貯水池等 



 

 



 
 

 



 

 









 
 

計画的な維持管理 

     

予防保全型管理  事後保全型管理 

更 新 

 
更 新 

 

（日常点検や定期点検で劣化や損傷の進行

に応じて、撤去・更新を判断） 

（健全度調査・判定の結果に基づき判断） 

補 修 

 

（健全度調査・判定の結果に基づき判断） 

日常点検 定期点検  日常点検 定期点検 

（維持保全におい

て、異常の発見と対

処を目的とした巡視

点検） 

（遊具や建築設備等

に関する、他法令の

規定による点検） 

 

（維持保全におい

て、異常の発見と対

処を目的とした巡視

点検） 

（建築設備等に関す

る、他法令の規定に

よる点検） 

維持保全  維持保全 

（清掃・保守・修繕など、公園施設の日常

的な維持管理内容が該当） 
 

（清掃・保守・修繕など、公園施設の日常

的な維持管理内容が該当） 
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健全度

使用限界

修繕① ② ③ 更新

設置
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健全度Ａ

健全度Ｂ

健全度Ｃ

健全度Ｄ

予防保全型管理における
使用見込期間 （Ｌ2）

事後保全型管理における
使用見込期間 （Ｌ1）

更新

更新

補修



 

 

 



 



 

 



 



 

目安の金額目安の金額

目安の金額目安の金額

目安の金額目安の金額

上限を超えている分を
次年度に先送り

先送りされた分を
優先する

順次先送りを繰り返し
上限以下に揃える

優
先
度

低

高

優
先
度

低

高

優
先
度

低

高



 



 



 
 

 

 

 

 

           表 4-1 管理類型別の維持管理方針 

 

 

管理類型 施設分類

・遊具全般 ・  日常点検、定期点検は従来どおりの実施。

・四阿、パーゴラ等休憩施設 ・

・照明柱

（デザイン等特徴的なもの）など

・

・

・舗装 ・

・排水施設

・モニュメント ・

・照明柱

（公園灯として汎用なもの）

・フェンス、柵

など

日常点検等により異常等を確認した時点で修繕

を行う。

施設の補修更新履歴を、公園台帳等に明確にす

る。

予

防

保

全

型

事

後

保

全

型

公園施設⾧寿命化計画で設定した時期に、対

策実施のための事前調査を行い、目標管理水準

を下回る場合は修繕を実施する。

概ね5年毎の健全調査を実施し、⾧寿命化年次計

画の見直しを行う。

施設の補修更新履歴を、公園台帳等に明確にする。

維持管理方針



 


